
以
前
に
生
ま
れ
た
人
）

住
所
要
件

平
成
15
年
7
月
4
日
ま
で
に
転
入

届
な
ど
に
よ
り
住
民
票
が
作
成
さ
れ
、

引
き
続
き
蒲
郡
市
内
に
住
所
を
有
し

て
い
る
人

※ 

市
外
に
転
出
し
た
人
は
投
票
で
き

ま
せ
ん
。

投
票
時
間
・
投
票
場
所
は

投
票
時
間
は
、
午
前
7
時
か
ら
午
後

8
時
ま
で
で
す
。投
票
場
所
は
、
入
場

券
記
載
の
住
所
地
（
投
票
所
）で
お
願

い
し
ま
す
。

入
場
券
・
選
挙
公
報
は

投
票
所
の
入
場
券
は
、
選
挙
の
告
示

（
10
月
5
日
）後
、
早
急
に
郵
送
し
ま

す
。選
挙
公
報
も
、
告
示
後
大
至
急
印

刷
し
、
総
代
さ
ん
を
通
じ
て
お
届
け
し

ま
す
。市

内
で
住
所
変
更
し
た
ら

市
内
で
住
所
変
更
を
し
て
、
平
成
15

年
9
月
12
日
ま
で
に
市
役
所
に
届
け

出
た
人
は
、
新
住
所
地
の
投
票
所
で
投

票
し
て
く
だ
さ
い
。

平
成
15
年
9
月
13
日
以
降
に
届
け

出
た
人
は
、
前
住
所
地
の
投
票
所
で
投

票
し
て
く
だ
さ
い
。

任
期
満
了
に
伴
う
市
長
選
挙
が
平

成
15
年
10
月
12
日
㈰
に
行
わ
れ
ま
す
。

市
長
選
挙
は
、
今
後
の
市
政
を
担
う

市
の
首
長
を
選
ぶ
と
い
う
、
私
た
ち
に

と
っ
て
最
も
身
近
で
大
切
な
選
挙
で
す
。

市
政
に
、
私
た
ち
の
意
見
を
反
映
さ

せ
る
た
め
に
も
棄
権
す
る
こ
と
な
く
、

必
ず
投
票
に
出
か
け
ま
し
ょ
う
。

投
票
で
き
る
方
は

蒲
郡
市
内
の
投
票
所
で
投
票
で
き

る
人
は
、
次
の
要
件
に
該
当
し
、
蒲
郡

市
の
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い

る
人
で
す
。

年
齢
要
件

平
成
15
年
10
月
12
日
現
在
で
満
20

歳
以
上
の
人
（
昭
和
58
年
10
月
13
日

投
票
に
は

こ
ん
な
方
法
も
あ
り
ま
す
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【
不
在
者
投
票
】

投
票
日
に
次
の
理
由
で
投
票
に
行
け

な
い
人
は
、不
在
者
投
票
が
で
き
ま
す
。

○ 

自
営
業
な
ど
仕
事
に
従
事
、
ま
た
は

冠
婚
葬
祭
（
主
宰
者
お
よ
び
そ
の
親

族
な
ど
に
限
ら
れ
ま
す
）の
予
定
が

あ
る
人

○ 

レ
ジ
ャ
ー
や
買
い
物
、
旅
行
な
ど
で

投
票
区
の
区
域
外
に
行
く
予
定
が

あ
る
人

○ 

病
気
、
出
産
な
ど
で
歩
行
が
困
難
な

人

投票日時

平成15年10月12日日
午前7時～午後8時

問合先  蒲郡市選挙管理委員会 166◆1155

不在者投票は市役所で
と 　き 10月5日（日）～11日（土）の毎日
　　　　午前8時30分～午後8時
ところ 市役所本館1階102会議室（本館西玄関口）
お持ちいただくもの
入場券（受付用整理券・・蒲郡市選挙管理委員会から届
いている場合）なお、入場券がなくても投票できますの
で、投票所でお申し出ください。
そ の他 本館西玄関は階段があります。車イスの方は本館
西玄関横のスロープをご利用ください。また、介助が必
要な方は、事前に選挙管理委員会までお申し出ください。


